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凡
　
例
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集
合
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・
定
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費
用
　
　

内
容
　
　

講
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一
時
保
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締
切
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申
込
　
　

問
合
先
　
　
　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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メ
ー
ル
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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

時▢ 7／2・16、8／6・20、9／3・17の
土曜8：45～16：45

［交付場所］区役所8階マイナンバ
ーカード交付窓口

［受付業務］マイナンバーカード交
付のみ（日曜窓口と異なり、引っ

越しに伴う転入届、電子証明書更
新等のカード関連手続き、マイキ
ー ID設定（マイナポイント予約）
支援、健康保険証利用の申込支援
等は対象となりませんのでご注意
ください）。

　交付通知書が届いたら、同封の
案内を確認し、事前予約のうえ交
付窓口にお越しください。なお、
インターネットでは4営業日（土・
日曜、祝日を除く）以降の日時に
て予約が可能です。3営業日以内
の日時で予約をご希望の方は、江

東区マイナンバーカードコールセ
ンターまでお問い合わせください。
※マイナンバーカード申請増加に
伴い、予約が取りづらい状況です。
お早めにご予約をお願いします
問▢ 江東区マイナンバーカードコ

ールセンター（8：30～20：00（年末
年始を除く））☎0570-04-5010、℻ 
5690-5659※IP電話などをご利用
の場合は☎5690-5621

　
法
令
・
条
例
に
基
づ
く
猶
予
制
度

や
延
滞
金
の
減
免
、
一
定
期
間
内
で

の
分
割
納
付
等
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
抱
え
て
い

る
課
題
を
お
聞
き
し
な
が
ら
、
最
適

な
納
付
方
法
等
を
ご
提
案
し
ま
す
。

こ
ん
な
と
き
は

ま
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り

○ 

収
入
が
大
き
く
減
少
し
て
し
ま
い

期
限
通
り
の
納
付
が
難
し
い

○ 

事
業
を
や
む
な
く
休
廃
業
し
た
が

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

○ 

海
外
か
ら
帰
国
で
き
ず
期
限
通
り

の
納
付
が
難
し
い

対
象
と
な
る
税
、
保
険
料

特
別
区
民
税
・
都
民
税
、
軽
自
動
車

税
（
種
別
割
）、
国
民
健
康
保
険
料
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
国
民
年

金
保
険
料
、
介
護
保
険
料

相
談
は
こ
ち
ら
へ

﹇
特
別
区
民
税
・
都
民
税
、軽
自
動
車

税
（
種
別
割
）﹈

納
税
課
徴
収
第
一
・
第
二
係

 

☎（
3
6
4
7
）4
1
5
3

 

℻（
3
6
4
7
）8
6
4
6

﹇
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
﹈

①
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

問▢
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

 

☎（
3
6
4
7
）8
5
2
0

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

②
保
険
料
の
分
割
納
付
に
つ
い
て

問▢
医
療
保
険
課
保
険
料
係

 

☎（
3
6
4
7
）3
1
6
9

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

﹇
国
民
年
金
保
険
料
﹈

問▢
江
東
年
金
事
務
所

 

☎（
3
6
8
3
）1
2
3
1

 

℻（
3
6
8
1
）6
5
4
9

　
　
区
民
課
年
金
係

 

☎（
3
6
4
7
）1
1
3
1

 

℻（
3
6
4
7
）9
4
1
5

﹇
介
護
保
険
料
﹈

問▢
介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
4
9
3

 

℻（
3
6
4
7
）9
4
6
6

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
な
ど

が
行
っ
て
い
る
仕
事
に
つ
い
て
、
要

望
や
苦
情
を
お
持
ち
の
方
は
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
。
そ
の
よ
う
な
時
、

「
行
政
相
談
委
員
」が
行
政
と
住
民
の

橋
渡
し
役
と
し
て
相
談
に
応
じ
、
助

言
し
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。

一
日
特
設
行
政
相
談
所
を
開
設

時▢
₇
月
₄
日
（
月
）
午
前
₁₀
時
半

〜
午
後
₃
時
場▢
総
合
区
民
セ
ン
タ

ー
₂
階
展
示
ホ
ー
ル
（
大
島
₄
―
₅

―
₁
）
費▢
無
料

　
区
立
図
書
館
で
は
、
視
覚
障
害
な

ど
通
常
の
活
字
資
料
の
利
用
が
困
難

な
方
に
、
資
料
を
音
声
化
す
る
サ
ー

ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
ー

ビ
ス
に
は
利
用
者
が
必
要
と
し
て
い

る
資
料
を
音
声
化
し
、
情
報
を
正
確

に
伝
え
る
た
め
の
幅
広
い
知
識
と
専

門
技
術
を
も
っ
た
「
音
訳
者
」
の
方

の
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
図
書

館
で
は
「
音
訳
者
養
成
講
座
」
を
前

期
・
後
期
二
年
間
の
連
続
講
座
と
し

て
開
催
し
ま
す
。
二
年
間
の
講
座
終

了
後
、
図
書
館
に
登
録
し
音
訳
者
と

し
て
活
動
で
き
る
方
の
受
講
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
図
書
館
で
配
布
す
る
チ
ラ
シ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

時▢
﹇
①
講
演
・
ガ
イ
ダ
ン
ス（
動
画

配
信
）﹈₆
月
₃₀
日（
木
）〜
₇
月
₄
日

（
月
）﹇
②
講
座
﹈₇
月
₂₁
日
〜
₁₀
月
₁₃

日
の
木
曜
（
₈
月
₁₁
日
を
除
く
、
全

₁₂
回
）
場▢
①
オ
ン
ラ
イ
ン
②
江
東

図
書
館（
南
砂
₆
―
₇
―
₅₂
）
人▢
①

区
内
在
住
の
方
②
区
内
在
住
の
方
₁₄

人
程
度
（
全
日
程
に
参
加
で
き
る
方
、

パ
ソ
コ
ン
基
本
操
作
に
つ
い
て
の
確

認
に
よ
る
選
考
あ
り
）
費▢
無
料（
た

だ
し
講
座
受
講
者
は
教
材
と
し
て
ア

ク
セ
ン
ト
辞
典
が
必
要
）
内▢
①
図

書
館
で
な
ぜ
音
訳
者
を
養
成
す
る
の

か
②
音
訳
の
基
礎
、調
査
技
術
、発
音

・発
声
等
師▢
佐
藤
聖
一（
日
本
図
書

館
協
会
障
害
者
サ
ー
ビ
ス
委
員
長
）、

江
東
区
立
図
書
館
登
録
音
訳
者

締▢
①
₆
月
₂₆
日
（
日
）
②
₇
月
₇

日
（
木
）

申▢
①
メ
ー
ル
に
件
名「
講
演
申
込
」

・
氏
名
・
住
所
・
連
絡
先
を
記
入
し
、

江
東
図
書
館
へ
②
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
あ
る
申
込
書
に
記
入
し
、
メ

ー
ル
で
江
東
図
書
館
へ

申▢
当
日
直
接
会
場
へ

問▢
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係

 

☎（
3
6
4
7
）2
3
6
4

 

℻（
3
6
4
7
）9
6
3
5

行
政
相
談
窓
口

　
区
で
は
、
日
ご
ろ
か
ら
定
期
的
に

行
政
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

時▢
毎
月
第
₁
・
₃
金
曜
（
祝
日
・

年
末
年
始
を
除
く
）
午
後
₁
時
〜
₄

時
場▢
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係

（
区
役
所
₂
階
₂₂
番
）
費▢
無
料

申▢
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係
に
電

話
ま
た
は
窓
口
で

 

☎（
3
6
4
7
）2
3
6
4

 

℻（
3
6
4
7
）9
6
3
5

　
行
政
相
談
は
次
の
と
こ
ろ
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

○ 

「
行
政
苦
情
1
1
0
番
」（
総
務
省

行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
き
く
み
み
東

京
）

 

☎
0
5
7
0（
0
9
0
）1
1
0

 

℻（
5
3
3
1
）1
7
6
1

※
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
を
ご
利
用
の
場
合

は
、 

☎（
3
3
6
3
）1
1
0
0

○ 

東
京
総
合
行
政
相
談
所
（
西
武
池

袋
本
店
₇
階
、
本
店
の
休
業
日
・

年
末
年
始
を
除
く
毎
日
受
付
）

 

☎（
3
9
8
7
）0
2
2
9

○ 

総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w

w
.soum

u.
go.jp/form/hyouka/gyousei-
form.html

　
受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
相

談
窓
口
で
は
、
受
験
生
が
い
る
世
帯

に
対
し
、
学
習
塾
・
受
験
対
策
講
座

等
の
受
講
費
用
や
高
校
・
大
学
等
の

受
験
費
用
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
て

い
ま
す
。
今
年
度
か
ら
収
入
要
件
を

緩
和
し
支
援
対
象
を
拡
大
し
ま
し
た
。

貸
付
条
件
な
ど
制
度
の
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

人▢
次
の
す
べ
て
に
該
当
し
、
中
学

₃
年
生
、
高
校
₃
年
生
等
の
こ
ど
も

（
₂₀
歳
未
満
）
を
養
育
し
て
い
る
方

○ 

世
帯
の
生
計
の
中
心
者

○ 

世
帯
収
入
が
一
定
基
準
以
下
で
あ

る
（
給
与
収
入
・
年
金
収
入
が
あ

る
場
合
は
表
₁
、
事
業
所
得
等
が

あ
る
場
合
は
表
₂
参
照
）

○ 

預
貯
金
等
資
産
の
保
有
額
が
6
0

 

☎（
3
6
4
0
）3
1
5
1

 

℻（
3
6
1
5
）6
6
6
8

https://www.koto-lib.
tokyo.jp

ｅ▢₅₅₅₅₀₂₀@city.koto.lg.jp

0
万
円
以
下
で
あ
る

○ 

土
地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な
い

（
現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
・
土
地

に
つ
い
て
は
除
く
）

○ 

貸
付
対
象
者
お
よ
び
養
育
し
て
い

る
こ
ど
も
が
と
も
に
都
内
に
₁
年

以
上
居
住
し
て
い
る

○ 

生
活
保
護
世
帯
で
な
い

○ 

本
資
金
の
連
帯
保
証
人
に
な
っ
て

い
な
い

○ 

他
の
公
的
資
金
の
返
済
を
滞
納
し

て
い
な
い

﹇
貸
付
金
の
対
象
範
囲
・
金
額
﹈

○ 

学
習
塾
等
受
講
料
：
学
習
塾
、
各

種
受
験
対
策
講
座
、
通
信
講
座
、

補
習
教
室
に
か
か
る
受
講
料
。
中

学
₃
年
生
・
高
校
₃
年
生
等
と
も

に
₂₀
万
円
ま
で
（
上
限
）

○ 

受
験
料
：
高
校
、
大
学
、
専
修
学

校
、
各
種
学
校
の
受
験
料
。
中
学

₃
年
生
は
₂
万
7
、4
0
0
円（
₁

回
あ
た
り
の
上
限
₂
万
3
、0
0

0
円
・
₄
回
分
ま
で
）、
高
校
₃
年

生
等
は
₈
万
円
（
回
数
や
₁
回
あ

た
り
の
上
限
な
し
）

﹇
返
済
の
免
除
﹈こ
ど
も
が
高
校
、
大

学
等
に
入
学
し
、
所
定
の
手
続
き
を

行
う
と
返
済
が
免
除
に
な
り
ま
す
。

﹇
受
付
時
間
﹈平
日
午
前
₉
時
〜
正
午
、

午
後
₁
時
〜
₅
時

問▢
受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付

相
談
窓
口
（
区
役
所
₂
階
福
祉
事
務

所
入
口
す
ぐ
、
保
護
第
一
課
隣
）

 

☎（
3
6
4
7
）9
6
6
0

 

℻（
3
6
4
7
）9
6
6
3

表1　総収入の基準

世帯人数
総収入／給与収入等（年間）

一般世帯 ひとり親世帯

2人 4,057,000円

3人 4,410,000円 4,966,000円

4人 5,049,000円 5,772,000円

5人 5,737,000円 6,396,000円

※ 収入から家賃（一定額）を控除できる
場合があります。詳細は窓口へご相
談ください。

表2　合計所得金額の基準

世帯人数
総所得／事業所得等（年間）

一般世帯 ひとり親世帯

2人 2,805,000円

3人 3,087,000円 3,532,000円

4人 3,599,000円 4,175,000円

5人 4,149,000円 4,674,000円


